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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年８月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年６月２４日 １９時３４分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市比田勝
ひ た か つ

港東方沖  

 対馬市所在の舌埼灯台から真方位０９３°９.５海里付近 

 （概位 北緯３４°４０.５′ 東経１２９°４１.１′） 

事故調査の経過  平成２４年６月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 MARINE
マ リ ン

 PEACE
ピ ー ス

（ベリーズ籍）、４３０トン 

８８１０３５８（ＩＭＯ番号）、KAYA NAVIGATION CO., LTD.

（ベリーズ） 

５８.５０ｍ×９.５０ｍ×５.２５ｍ、鋼 

ディーゼル機関、５８８kＷ、１９８８年９月１９日 

Ｂ 漁船 第二十一仁洋
じんよう

丸、７５トン 

   ＹＧ２－７６８０（漁船登録番号）、有限会社佐賀水産 

   ２７.５０ｍ（Lr）×５.８０ｍ×２.４５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成７年４月５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍） 男性 ７４歳 

   締約国資格受有者承認証 船長（ベリーズ発給） 

交付年月日 ２０１０年８月２１日 

      （２０１５年７月２１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４２歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成７年８月３１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年６月２９日 

    免状有効期間満了日 平成２７年８月３０日 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 球状船首上部外板に擦過傷、上甲板ハンドレール及び左舷中央部

外板上縁に曲損 

Ｂ 左舷船尾部上甲板ハンドレールに曲損、えい
．．

網索ガイドに擦過傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか６人が乗り組み、大韓民国釜山港から関門港に
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向け、比田勝港東方沖において、船長Ａ及び操舵員１人が航海当直に

就き、速力約９ノット（kn）で自動操舵によって南東進していた。 

 船長Ａは、レーダーで右舷前方にＢ船の映像を探知し、双眼鏡で確

認したが、単独で航行している漁船であると思った。 

 船長Ａは、Ｂ船の方位が左方に変化していると思い、Ｂ船の船尾後

方を航行することとし、操舵員に命じて手動操舵に切り換えさせ、右

転してＢ船の船尾方に針路を向けたところ、Ｂ船の船尾からロープの

ようなものが後方に延びていることに気付いて短音１回の汽笛を鳴ら

したが、平成２４年６月２４日１９時３４分ごろＡ船の船首とＢ船の

えい
．．

航索とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、長さ約２００ｍのえい
．．

航索を

用いてマグロの稚魚の入った直径約３０ｍの円形の生け簀
す

をえい
．．

航

し、山口県油谷
ゆ や

港に向け、比田勝港東方沖を速力約１kn で自動操舵に

よって東進していた。 

 船長Ｂは、単独で航海当直中、レーダーで左舷後方にＡ船の映像を

認め、Ａ船に対する見張りを継続し、Ａ船及びＢ船が、現状の針路及

び速力で航行しても、Ａ船がＢ船の前方を安全な距離を隔てて通過す

ると思い、針路及び速力を保持して航行を続けた。 

 船長Ｂは、Ａ船が同じ針路及び速力で航行を続けるものと思ってい

たが、Ａ船がＢ船に接近したのちに急に右転を始めたので、行動に疑

問を感じ、汽笛を連続吹鳴したが、Ｂ船のえい
．．

航索とＡ船の船首とが

衝突した。 

 Ａ船は、直ちに主機を停止し、次いで後進としたが、Ａ船の前進惰

力により、えい
．．

航索に引っ張られてＢ船が接近し、Ｂ船の左舷船尾部

とＡ船の左舷中央部とが衝突した。 

 Ａ船及びＢ船は、Ｂ船の通報で出動した海上保安庁の巡視艇によっ

て外観検査を受け、それぞれ自力で航行して関門港及び油谷港に入港

した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ  

日没時刻：１９時３８分ごろ 

 その他の事項  Ｂ船は、専ら２そうびきによる底引き網漁を行う漁船であり、本事

故当時の生け簀のえい
．．

航作業は、休漁中の臨時的な作業であり、初め

ての作業であった。 

 Ｂ船は、本事故発生時、黒色でひし形の形象物を掲げており、生け

簀には、形象物は掲げられていなかったものの、レーダー反射器が取

り付けられていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 
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 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、比田勝港東方沖を南東進中、船長Ａが、右舷前方のＢ船を

双眼鏡で確認し、単独で航行している漁船であると思い、Ｂ船の方位

が左方に変化しているので、Ｂ船の船尾後方を航行することとし、Ｂ

船の船尾方に針路を向けたことから、Ｂ船のえい
．．

航索と衝突したもの

と考えられる。 

 Ｂ船は、比田勝港東方沖を長さ約２００ｍのえ
．
い
．
航索を用いて生け

簀をえい
．．

航して東進中、船長Ｂが、左舷後方のＡ船に対する見張りを

継続し、Ａ船及びＢ船が針路及び速力を保持して航行しても、Ａ船が

Ｂ船の前方を安全な距離を隔てて通過すると思い、針路及び速力を保

持して航行を続けたものの、Ａ船がＢ船に接近したのちに急に右転を

始めたので、行動に疑問を感じ、汽笛を連続吹鳴したが、Ｂ船のえい
．．

航索とＡ船が衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、長崎県対馬東方沖において、Ａ船が南東進中、Ｂ船が長

さ約２００ｍのえい
．．

航索を用いて生け簀をえい
．．

航して東進中、船長Ａ

が、右舷前方のＢ船を双眼鏡で確認し、単独で航行している漁船であ

ると思い、Ｂ船の方位が左方に変化しているので、Ｂ船の船尾後方を

航行することとし、Ｂ船の船尾方に針路を向けたため、Ａ船とＢ船の

えい
．．

航索が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・他船の状況を確実に見極めてから避航動作を行うこと。 

 

  


